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西米良村告示第34号 

 令和５年第４回西米良村議会定例会を次のとおり招集する 

    令和５年11月６日 

                          西米良村長 黒木 竜二 

１ 期 日  令和５年12月７日 

２ 場 所  西米良村議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

上米良重光君          田爪 朝幸君 

黒木 敏浩君          児玉 義和君 

濵砂 恒光君          濵砂 征夫君 

上米良 玲君          白石 幸喜君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和５年 第４回（定例）西 米 良 村 議 会 会 議 録（第１日） 

                        令和５年12月７日（木曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                    令和５年12月７日  午後３時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 議長報告（例月現金出納検査及び定期監査実施報告） 

 日程第４ 諸般の報告 副議長報告（国への要望活動） 

            総務文教常任委員会委員長報告（行政調査） 

            農林振興建設常任委員会委員長報告（行政調査） 

 日程第５ 議案第45号 西米良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第６ 議案第46号 西米良村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 日程第７ 議案第47号 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第48号 西米良村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第９ 議案第49号 西米良村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定につい

て 

 日程第10 議案第50号 西米良村下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 日程第11 議案第51号 令和５年度西米良村一般会計補正予算（第６号） 

 日程第12 議案第52号 令和５年度西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計補

正予算（第２号） 

 日程第13 議案第53号 令和５年度西米良村特別会計国民健康保険診療施設勘定会

計補正予算（第２号） 
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 日程第14 議案第54号 令和５年度西米良村特別会計介護保険事業勘定会計補正予

算（第２号） 

 日程第15 議案第55号 令和５年度西米良村特別会計簡易水道事業補正予算（第２ 

            号） 

 日程第16 一般質問 １番議員 上米良重光 

           ２番議員 田爪 朝幸 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 議長報告（例月現金出納検査及び定期監査実施報告） 

 日程第４ 諸般の報告 副議長報告（国への要望活動） 

            総務文教常任委員会委員長報告（行政調査） 

            農林振興建設常任委員会委員長報告（行政調査） 

 日程第５ 議案第45号 西米良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第６ 議案第46号 西米良村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 日程第７ 議案第47号 議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部を改正する条例について 

 日程第８ 議案第48号 西米良村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第９ 議案第49号 西米良村簡易水道事業の設置等に関する条例の制定につい

て 

 日程第10 議案第50号 西米良村下水道事業の設置等に関する条例の制定について 

 日程第11 議案第51号 令和５年度西米良村一般会計補正予算（第６号） 

 日程第12 議案第52号 令和５年度西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計補

正予算（第２号） 
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 日程第13 議案第53号 令和５年度西米良村特別会計国民健康保険診療施設勘定会

計補正予算（第２号） 

 日程第14 議案第54号 令和５年度西米良村特別会計介護保険事業勘定会計補正予

算（第２号） 

 日程第15 議案第55号 令和５年度西米良村特別会計簡易水道事業補正予算（第２ 

            号） 

 日程第16 一般質問 １番議員 上米良重光 

           ２番議員 田爪 朝幸 

────────────────────────────── 

出席議員（８名） 

１番 上米良重光君       ２番 田爪 朝幸君 

３番 黒木 敏浩君       ４番 児玉 義和君 

５番 濵砂 恒光君       ６番 濵砂 征夫君 

７番 上米良 玲君       ８番 白石 幸喜君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 中武敬一朗君       書記 畑中 智花君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

村長  黒木 竜二君  副村長  梅本 昌成君 

教育長  古川 信夫君  総務課長  渡邉 智紀君 

むら創生課長  土居 博和君  福祉健康課長  吉丸 和弘君 

村民課長  田爪 健二君  建設課長  上米良 敦君 

農林振興課長補佐  中武 浩二君  教育総務課長  黒木 敦郎君 
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診療所事務長  河野 晃教君  代表監査委員  黒木 正近君 

 

午後３時00分開会 

○事務局長（中武敬一朗君）  一同、御起立ください。一同、礼。御着席ください。 

○議長（白石 幸喜君）  ただいまの出席議員は８名です。定足数に達していますので、

ただいまから令和５年第４回西米良村議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 直ちに議事に入ります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（白石 幸喜君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、２番、田爪朝幸君、

３番、黒木敏浩君を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定について 

○議長（白石 幸喜君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。第４回定例会の会期は、さきの議会運営委員会において、本日の

１日間と予定しておりますが、決定して御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  異議なしと認めます。したがって、会議は本日の１日間と決

定しました。 

 なお、会期中の会議日程と本日の日程は、お手元の議事日程第１号のとおりであり

ますので、御了承ください。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．諸般の報告 

○議長（白石 幸喜君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から報告のあった９月以降の例月現金出納検査並びに定期監査の監査意見
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に関しましては、各議員のお手元に配付しております写しのとおりでありますので、

御了承願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．諸般の報告 

○議長（白石 幸喜君）  日程第４、引き続き、諸般の報告を行います。 

 この報告は、会議規則第１２４条の議員派遣による報告であります。 

 副議長、上米良玲君の報告を願います。 

○副議長（上米良 玲君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  副議長、上米良玲君。 

○副議長（上米良 玲君）  それでは、令和５年度西米良村議会要望活動について報告

をさせていただきます。 

 今年度より、新たに議会単独での国への要望活動を行いましたので、報告いたしま

す。 

 期日は、令和５年１１月１４日、１５日で、参加者は議員全員、議会事務局２名で

す。 

 要望先は、内閣府地方創生推進本部、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議

事務局、国土交通省、林野庁であります。 

 要望内容につきましては、内閣府地方創生推進本部、内閣官房デジタル田園都市国

家構想実現会議事務局に対し、人口減少を克服する地方創生策の推進についてで、次

の事項について要望を行いました。 

 １、今後、出生率の低下によって確実に到来する人口減少社会に歯止めをかけると

ともに、大都市への人口過度集中を是正するなど、国として積極的に必要な対策を推

進すること。 

 ２つ、地方が人口減少対策として行う少子化対策、移住促進、子育て支援等の取組

が確実に実施されるよう、自由度の高い交付金制度を創設すること。 

 ３、地方での企業立地や移住者の起業を積極的に推進できるような補助制度を創設

すること。 

 要望の後、それぞれの取組についての説明を頂き、意見交換を行いました。 
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 その中で、テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれま

でとは大きく変化している。デジタル構想はあくまでもツールであり、目的ではなく

デジタルの力を活用し、成長の原動力にしていただき、各自治体が旗振り役となって

いただきたいと言われておりました。 

 次に、林野庁に対しましては、治山対策、森林整備予算の安定的な確保について、

防災・減災、国土強靱化に資する治山対策や森林整備の推進に必要な林野公共予算を

安定的、継続的に確保することを要望いたしました。 

 林野庁の説明を受けた後、意見交換では、本村の現状と課題等についての質疑を行

い、質疑では、近年の異常気象がもたらす豪雨等により、山腹より流出する土砂の問

題にも触れ、治山事業の重要性について意見を交わしたところでした。 

 その中で、治山事業については、防災・減災の観点からも、各自治体が積極的に声

を上げていただくことが事業の推進につながっていくと、大変ありがたいお言葉を頂

いたところでした。 

 次に、国土交通省に対しましては、国道２１９号線の改良整備促進について、次の

事項について要望を行いました。 

 １、西都市から西米良村間における未改良区間の早期の整備促進を図ること。 

 ２、高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の整備を着実に推進するため、道路

整備の遅れている地方の実情を踏まえ、必要な道路予算を安定的に確保すること。 

 ３、国民の安心・安全を守るため、防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策に必要な予算、財源についてこれまでのペースを緩めることなく、令和５年度補

正予算を例年以上の規模で確保し、計画的に事業を推進すること。 

 ４、対策完了後においても、昨今の地震、豪雨、豪雪などの災害の状況も考慮しつ

つ、切れ目なく継続的、安定的に国土強靱化の取組を進めるため、国土強靱化対策実

施中期計画を早急に策定し、必要な予算、財源を通常予算に加えて別枠で確保するこ

と。 

 ５、地域経済を支えるため、物価高騰対策、各地域、企業の投資拡大や生産向上の

観点から、公共事業に関係する令和５年度補正予算について、例年以上の規模で確保

すること。 
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 ６、社会資本の整備、管理に加え、テックフォース等による災害発生時の迅速かつ

円滑な自治体支援のため、地方整備局等において、必要な人材や体制の充実、強化を

図ること。 

 要望の後、西都西米良間での国道改良区間の工区の説明を受けた後、意見交換、質

疑応答を行いました。 

 質疑では、現在、懸念されている南海トラフ地震発生後における災害支援時の後方

支援としての道路の重要性や都市部へのアクセスがよくなることで、定住や交流人口

の増加にもつながるのではないか、また、越野尾２工区が重要物流道路の事業区間に

指定されたが、さらなる区間の指定はできないものかなどの点が出されました。 

 今回の要望活動では、前宮崎県副知事の永山寛理道路局総務課長や宮崎県ゆかりの

方も数名おられ、西米良村の実情も十分把握していただいており、大変心強く感じた

ところでありました。 

 今回の要望活動を通じ感じたことは、対話を通じ地域の生の声を届けていくことが

大変重要であることと、関係部署との連携を深めるためにも、継続的な要望活動が必

要不可欠であると改めて認識したところでありました。 

 以上で、国への要望活動についての報告を終わります。 

○議長（白石 幸喜君）  続いて、同じく議員派遣による調査報告を行います。総務文

教常任委員会委員長、児玉義和君の報告を願います。 

○総務文教常任委員長（児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  委員長、児玉義和君。 

○総務文教常任委員長（児玉 義和君）  それでは、総務文教常任委員会の行政調査を

実施いたしましたので、その結果を報告いたします。 

 調査内容につきましては、現在、本村でも取り組んでおります地域おこし協力隊制

度の取組と現状についてを先進地からその手法を学び、本村の制度をよりよく充実さ

せることを目的といたしました。 

 調査参加者は、議会議員４名、むら創生課課長補佐、議会事務局書記の６名でござ

いました。 

 調査場所は、長野県飯山市、群馬県嬬恋村の２か所を選定し、調査の内容につきま
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しては、現在取り組んでおります地域おこし協力隊事業について、大まかに担当課に

対しての質問、現在、任期中の隊員に対しての質問、卒業された隊員に対しての質問、

その他、この質問の内容につきましては、事前に事務局より研修先に連絡をしていた

だいておりましたので、どちらの研修先もスムーズに会が進行したと思っております。 

 まず、第１日に１１月７日、火曜日、午後３時半から長野県飯山市役所での調査概

要を報告いたします。 

 研修に先立ち、飯山市議会議長の渋川芳三氏から歓迎の挨拶を受け、早速本題に入

りました。 

 今回対応していただいたのは、事業戦略課課長木村氏、議会事務局長岩崎氏、議会

事務局主査小林氏、現地域おこし協力隊員高梨葉月氏、元地域おこし協力隊員佐々木

里恵氏の５名であり、渋川議会議長につきましては、挨拶の後、公務により退席され

ました。 

 この飯山市では、総務部事業戦略課地域協創係が本事業を担当しているとのことで

した。 

 初めに、担当課長から提示されました資料により、地域おこし協力隊の現状につい

て説明を頂きました。 

 飯山市のこれまでの協力隊の状況、まず、受入れの開始は平成２６年、受入れ人数

が１６名、これは５年１０月１日現在でございます。退任後の定住者数が４名、うち

現在在住者が３名。協力隊制度の活用形態としましては、会計年度任用職員として雇

用する隊員が、これは活動内容に係る関係課に配属するということであります。その

ほか、市以外の組織では、その組織へ派遣するといった形態でございました。 

 地域おこし協力隊に関する課題ということで、現状におきましての課題は、市が求

める活動と隊員が希望する活動とのミスマッチ。隊員の退職後の定住率が低い、募集

しても応募が少ない、雇用型の場合には、雇用管理事務等の職員の負担が大きい。そ

れから、新町長が公約に地域おこし協力隊員を６０人採用するということを発表され

たため、今後の課題として、地域おこし協力隊制度の活用方策の拡充ということで取

り上げております。 

 これからは、募集については、応募条件の間口を広げ、新たなアイデアの創出を期
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待し、活動提案方式、フリーミッション型、そして随時募集という形を取る。制度に

ついては、隊員の意欲やスキル、多様な働き方の実現などに対応するために、従来の

雇用型に加え、委託型、それから委託型プラス事業者によるサポート型の形態を制度

化するということでありました。 

 この説明の後、現在、協力隊員として活動中の高梨葉月さん、２７歳から現状をお

聞きいたしました。高梨さんは静岡県浜松市出身で、武蔵野美術大学を卒業後、美術

教室で教師として勤務されておりましたが、２０２１年１１月、飯山市へ移住。翌

２０２２年１月に地域おこし協力隊員に着任されております。 

 移住のきっかけとしましては、まず、飯山市の自然環境のよさがよかった。北陸新

幹線の飯山駅があり、東京へのアクセスが非常によかった。移住促進住宅があり、移

住するに当たって住まいの心配がなかった。現在は、自然に関わる仕事がしたいとの

思いで、信州飯山観光局で移住定住関連の情報発信を担当されております。ちなみに、

この高梨さんは、御主人も千葉県からの移住者であるということです。今後は、飯山

にある資源を使いながら、地域と移住者、若者、協力隊をつなげたい。市役所にしか

ない協力隊の活動拠点、ワークスペースをつくりたい。アトリエを併設し、風通しの

よいコミュニティースペースをつくりたいとの夢を持ちながら活動中で、高梨さんは

２０２４年１２月までの任期ということでございました。 

 続いて、元地域おこし協力隊員の佐々木里恵さんからの話を聞きました。佐々木さ

んは、２０１７年から２０２０年までの３年間、隊員として在籍されておりました。

佐々木さんは、単に山が見えるところに住みたいと漠然と思っていたけれども、住む

といったイメージが湧く場所がなかった。飯山市の移住定住向けのツアーに参加して、

移住促進住宅を見学してから、ここで暮らそうと飯山市に住むイメージが湧いてきて、

仕事については後から考えることにしたとのことでした。 

 移住前に経験した編集者、ライター、ウェブデザイナー、ディレクター等をはじめ、

渡米してデジタル系の現地情報を寄稿していたことを生かし、地方に住んで自分が体

験したことを情報発信したいという思いを市役所の移住定住推進課に話をしたところ、

情報発信にもっと力を入れたいとのことで、お互いにニーズがマッチし、２０１７年

５月、東京都から移住、地域おこし協力隊には自らが名乗り出て希望したとのことで
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した。今後は、引き続き、飯山市の情報発信を市外、県外に向けて行う仕事はできな

いかと、しばらく模索してみたいとのことでありました。 

 調査２日目は、１１月８日、水曜日、午後２時から群馬県嬬恋村役場会議室におい

て調査を実施いたしました。 

 対応いただいたのは、嬬恋村議会議長佐藤鈴江様、ほか８名の皆様でございました。 

 定刻、嬬恋村議会議長佐藤鈴江さんの歓迎の挨拶を頂き、その後、担当課、未来創

造課主任樋氏から、地域おこし協力隊制度について説明を頂きました。 

 概要として、平成２７年からこの制度を導入しているということで、現在、隊員数

が２１名、県内総数で１３１名だそうですが、この嬬恋村は県内２位の多さであると

いうことです。 

 受入れ先といたしましては、会計年度任用職員として、交流推進課２名、未来創造

課２名、農林振興課６名、民間の団体で嬬恋村観光協会１１名の方々が採用されてい

るようです。定住者は４１.２％、これは平成２７年から令和４年までの中での実績

でございます。 

 募集について、募集要項の作成は、県内の協力隊ＯＢ・ＯＧ法人へ委託し、担当者

が作成する。募集の掲載については、有料・無料媒体、ＦＭラジオ放送を活用してい

る。申込みは随時行い、申込みがあった場合には、内容の説明、現地の見学、受入れ

先とのコミュニケーションを半日過程で実施しているとのことでした。この活動は、

ＮＰＯ法人群馬地域おこし協力隊ネットワークというところに委託しておられるよう

です。 

 この後、現在、地域おこし協力隊員として活躍されております農林振興課所属鈴木

誠也さん、農家就農希望にお話を聞くことができました。鈴木さんはキャベツ栽培の

農家と製材所を兼務して働いておられる隊員１年目の方です。東京からの移住で、自

分のやりたいことが全て網羅されていたことから、この嬬恋村を選んだ。現在は、親

方、役場の職員、友人に非常に恵まれていて楽しい。話し方などはぎこちなかったの

ですが、彼の話を聞いていて、何だか頼もしく思えたのは私だけではなかったと思い

ます。 

 次に、協力隊員ＯＢで、現観光協会事務局長の三ツ野さんから話を聞きました。三
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ツ野さんは神奈川県出身で、協力隊退任後、観光協会の仕事に就き、村内の観光振興

に尽力され、現在は事務局長として活躍されており、特に協力隊制度につきましては、

本人の経験を生かされて積極的に推進され、１５名の職員のうち１１名が協力隊のＯ

Ｂ・ＯＧであるということでした。今後は、草津温泉、軽井沢を巻き込んだまちづく

りを目指していきたいと意気込んでおられました。 

 今回の地域おこし協力隊については、各自治体とも人手不足の解消と、願わくば移

住定住を見据え、この制度を進めていると思います。しかし、その土地柄というか、

環境によってその内容は少しずつ違うと思いました。 

 実際のところ、本村におけるこれまでの実績からしても、そんなに悪い状況ではあ

りません。今後は、少しでも隊員に本村のことを気に入ってもらい、定住に向けての

行政の支援を充実させていけば、その数は自然と増えるのではないかと、この事業の

大切さを感じたところであります。地味で気の長い活動ではありますが、やることは

決して無駄にはならないと思います。 

 今回の調査で習得したことを踏まえ、今後、本事業がますます実のあるものになる

ことを願って報告といたします。 

 以上です。 

○議長（白石 幸喜君）  続いて、同じく議員派遣による調査報告を行います。農林振

興建設常任委員会委員長、黒木敏浩君の報告を願います。 

○農林振興建設常任委員長（黒木 敏浩君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  委員長、黒木敏浩君。 

○農林振興建設常任委員長（黒木 敏浩君）  令和５年度、農林振興建設常任委員会の

行政調査を行いましたので、報告いたします。期間は令和５年１０月２４日から

２６日までの３日間、行き先は高知県安芸郡東洋町、北川村、香美市物部地区の３か

所です。 

 行き先の選定につきましては、本年度の継続調査の調査項目である農林業の人材不

足対策に沿ったものとし、調査の内容につきましては、労働力不足、後継者不足の対

策に加え、作業効率、所得の向上を図ることで農林業の魅力を探るとしておりまして、

このような観点から調査を行いました。 
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 また、今回は農林振興課の中武補佐に同行いただき、一緒に調査を行っていただい

たことに感謝を申し上げます。 

 最初に、高知県安芸郡東洋町では、特定地域づくり事業協同組合を設立して、農業

や商工業の労働力不足対策を実施されていましたので、その取組について調査を行い

ました。 

 組合の正式名称は、東洋町特定地域づくり事業バツグン協同組合といい、代表理事、

事務局長、役場の担当者の方に対応を頂きました。組合は、全国から応募のあった人

材を派遣労働者として雇用し、労働力が必要な農家や商工業者に対し派遣を行うもの

です。 

 組合設立の背景としては、東洋町商工会が町内事業所に労働力のニーズ調査を行っ

た結果、労働力不足の現状、派遣希望の有無などが確認されたことがきっかけとなっ

ています。これを機に、令和２年１０月から計７回の勉強会の開催、令和３年５月か

ら設立検討会の検討を終えて、令和４年４月１日から組合による派遣事業が開始され

ています。 

 組合では、マルチワーカーとしての働き方を提唱し、派遣先として、農業、それか

ら町内の他の業種と合わせて２つ以上の業種に従事することとして、派遣職員の体力

や適性を考慮して派遣先の組合せが決められております。しかし、１２月は東洋町の

特産物であるポンカンの収穫時期となるため、全員で収穫作業を行うということでし

た。 

 組合運営の課題としては、第一に、赤字にならない経営ができるかということで、

東洋町では当初５名の派遣職員を雇用することで黒字になると試算されたということ

でした。 

 利用料は業種別の最低賃金の全国平均の１割増しの金額、１,０００円から

１,３００円といたしまして、派遣職員の給料は手取り額を１３万５,０００円として、

その他の手当を支給しているということでございました。 

 現在の派遣職員は４名で、厳しい経営状況となっていますが、当分の間は町が赤字

補痾を行うとのことでした。 

 第二の課題として、年間を通して職員を派遣できる派遣先と仕事量を確保すること
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で、現在の２２の組合員の数をさらに拡大して、職員の希望も考慮した年間の派遣計

画の作成が重要となっているとのことです。 

 しかし、従業員が３００人を超える農協や漁協などの経営的に体力のある事業所が

加入できないことは、組合員の拡大や経営の安定化のネックとなっているということ

です。 

 高知県では、会計年度職員として移住相談員を各市町村に配置するという事業を行

っており、これを組合で受託を行っているということです。これにより、町の移住定

住促進事業との連携が可能となり、移住フェアの参加など、町に興味のある方との接

点が増えることで、組合の派遣職員の募集機会の増や、最終的には移住に至るまで

トータルでの対応が可能となり、組合としての収入も増加し、経営面でもプラスとな

っているということです。 

 今後の課題といたしましては、派遣職員の確保、黒字経営とすること、組合員を増

やし、一定の仕事量を確保することであり、これらの課題を解決し、スムーズな運営

に努めたいとのことでありました。 

 次に、同じ安芸郡の北川村では、ユズ栽培でドローン等を利用したスマート農業が

実施されていましたので、その取組について調査を行いました。 

 スマート農業につきましては、令和４年に実証事業として行われたもので、その実

証代表者の一般社団法人北川村振興公社、一般社団法人日本の農村を元気にする会と、

実証実験の現場となった株式会社土佐北川農園の方々に対応を頂きました。また、北

川村議会議長様にも一部御対応を頂きました。 

 北川村のユズ栽培は、江戸時代に飢饉の度に農民が塩を買うこともおぼつかず、み

そもしょうゆも作ることができなくなることから、幕末の志士である中岡慎太郎がユ

ズを塩代わりに防腐や調味料として利用するために、家の周り等に植えることを推奨

したことに始まったそうです。安政元年、１８５４年の頃のことだそうです。 

 現在のようなユズの栽培は、昭和４０年代から本格的に行われ、今では約２５０戸

の農家が１３５ヘクタールを栽培し、年間１,７００トンが生産されています。 

 北川村のユズ園を見てみますと、まず、特徴的なのはユズの木の樹高が高く、誘引

が行われていないということでした。理由を聞いてみますと、出荷の大部分が果樹を
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取るための加工用であり、出荷量を上げるため、ユズの木の本来の成長に合わせた軽

めの剪定を行い、青果用に比べ実が多くつくように仕立てられているとのことでした。 

 スマート農業は、農水省から副村長として着任した職員が、進んでいない露地栽培

のスマート化に取り組みたいという意向があり、実証事業に取り組まれたということ

でした。 

 内容は、ドローンや屋外搬送台車等を使った薬剤散布、圃場の見回り、下草管理、

鳥獣対策、それから選果機による選果作業の軽減、気象センサーや定点カメラなどで

得られるデータの活用などとなっています。今回は、選果機は見ることはできません

でしたが、遠隔操作の様子やドローン、屋外搬送台車での薬剤散布の様子を見せてい

ただきました。 

 この実証事業による成果目標は、労働時間の削減、青果出荷率の向上ということで

進められ、そのデータを基に労働力の削減効果、収穫量の変化などの検証を行った結

果、一定の成果は得られているとのことでした。 

 スマート農業の実証事業では多くの課題もあり、スマート農業機械を使いこなせる

人材、取り組んでみたいという人材が必要で、そのためには、若い方がユズ栽培に入

ってくることを期待しているということでありました。 

 スマート農業のメリットとしては、作業が楽になる、気象データが得られることで

隔年結果などの研究ができるというようなことがありますが、デメリットとして、導

入や維持に費用がかかるため、国などの補助がなければ難しい状況であるとのことで

した。 

 北川村では海外へのユズの出荷を行っておりますが、きっかけは平成２１年に大豊

作があり、出荷先がなく困ったことから、県が地産外消を進めていく中で、外国への

輸出を模索したことが始まりだったそうです。採算面で有利になるというより、リス

ク管理のために進めているということです。 

 外国にユズを紹介すると、青果を使いたいという声が多くありましたが、農薬など

の規制が厳しく、適合する農園が少なく、その中で北川農園が適合していたため、現

在はフランスをはじめとする世界２７カ国に輸出を行っているとのことでした。 

 担い手対策としては、新規就農に対しての支援が行われています。営農モデルとし
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ては経営面積１５０アール、売上高約１,０００万円とし、最初の３年間は研修期間

で、村内農家で１年、北川村振興公社を借り上げた研修園地で２年の技術研修を行う

というものです。この間は、委託型の地域おこし協力隊として農作業に従事し、４年

目に研修園地を自己耕作園地に名義を変更して就農するというものです。研修期間で

は、農機具や軽トラックの貸与、家賃補助などがあり、就農時以降も様々な支援を行

い、新規ユズ農家としての経営のサポートが行われています。 

 最後に、香美市の物部地区（旧物部町）の担い手の育成を核した物部ゆずの産地力

強化の取組について調査を行いました。 

 物部ゆずの特徴としては、徹底した品質管理により、青果出荷量、青果率ともに日

本一となっています。物部地区のユズの栽培は、昭和３５年に本格化し、単価の高い

青果を主体に販売することとして開始され、現在は１６５戸の農家が１４５ヘクター

ルを栽培、年間１,４５０トンを生産し、そのうち青果量は８００トンあり、青果率

は５０％を超えるという高い水準となっています。 

 ユズ園は、徹底した選定と誘引により低く仕立てられ、作業効率の向上と青果率の

向上が図られています。 

 販売額の平均単価は、平箱で１玉１２０円、冬至用が１キロ４００円、加工用で

１キロ１５０円で取引され、東京・大阪・名古屋を中心に出荷されております。 

 このような中で、２０２０年６月に農林水産省の認証制度であるＧＩ、地理的表示

保護制度に登録を行ったということです。ＧＩとは、品質や社会的評価等の確立した

特性が産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護するもの

とされていて、物部ゆずとしてのブランドがより確立されることとなりました。これ

により、消費宣伝の新たな武器となったほか、生産者の意識の高まり、生産意欲の向

上につながっています。また、就農希望者へのアピール材料となり、新規就農者の確

保にも寄与しているということでした。 

 ブランドを維持するには、徹底した品質管理と厳格な選別が重要となりますが、こ

の地区には、生産者がお互いに品質を維持する仕組みができあがっています。それは、

ＪＡが建設した大規模な選果場で生産者が自ら選別作業を行うこと、出荷前には目慣

らし会を開催し、青果の基準を確認すること、また、出荷されたユズを生産者自身で
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箱詰めを行う共選共販を行うことで、高品質なユズの出荷を可能としているというこ

とです。 

 選果場には約９０人の作業者が必要となりますが、そのほとんどが生産者であり、

お互いに目を光らせ選別し、１時間に１０トンの処理を行っている。このことで、品

質面においては、市場から絶対的な信頼を得ているとのことでありました。 

 生産者は、高齢化等で減少傾向にあり、産地の維持のため担い手対策が急務となっ

ていることから、新規就農者の確保に力を入れておられるということです。 

 物部地区では、就農希望者に研修を行う指導農業士という制度を設け、新規就農者

の育成を行っています。指導農業士はベテランのユズ農家が担っており、技術指導の

ほか、新規就農者用の農地の確保及び農地利用のための契約や利用権設定等を行い、

就農までの支援を行うこととなっています。 

 研修の流れは、県の農業担い手育成センターで６か月間、基礎的な栽培技術を学び、

次に、指導農業士の下で１年から２年、成木園、育成園の管理、放棄園の再生、新植、

改植などの研修を終えて就農となるということです。 

 平成２９年以降、振興センターが把握している新規就農者は９名、別に親戚などが

継承しているケースもあり、毎年１人以上が新規就農している状況とのことでした。 

 新規就農者が就農時に成木園を持っていないと収入が安定しないため、営農意向調

査を行い、将来手放す予定の成木園や放棄園の有無などの情報収集を行っている。物

部地区には、条件のいい園地がほとんどなくなっているため、市内下流域の旧香北町

の農地を活用する事例が増えていて、耕作放棄地の解消にも役立っているということ

でございます。 

 最後に、本村でも特定地域づくり事業共同組合については、以前に検討が行われた

が、様々な課題があり進んでいないと聞いています。今回の東洋町の事例を参考にし

て、あらゆる業種の労働力不足を考慮した新たな視点での再検討も必要ではないかと

思っております。 

 北川村と香美市物部地区のユズ生産の取組は、規模や考え方が大きく違い、本村で

すぐにまねのできるものではないと感じました。出荷の方法は、加工重視、青果重視

と両極端であったと思いますが、どちらも出荷方法に沿った栽培を徹底して行ってい
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ることは、本村のユズ栽培の参考になるものと思います。 

 近々、ユズ部会で同じ場所に研修に行かれると聞いておりますので、生産者の目で

見た有意義な研修ができることを期待して、報告を終わります。 

○議長（白石 幸喜君）  以上で、諸般の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第45号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第５、議案第45号、西米良村一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま、議案第45号の上程いただきましたが、その前に一

言だけ御挨拶を申し上げます。本日より第４回西米良村議会定例会を開催いただきま

して、御審議いただきますことを厚く御礼を申し上げます。 

 １２月７日、本日から二十四節気でいいますところの大雪ということでございます

が、米良の里も本格的な冬を迎え、新たな年に向けての準備を始める時期でもござい

ます。そのような中には、先月は米良の神楽の国指定重要無形文化財の神楽祭り祝賀

会を開催することができ、今後の文化伝承のための新たな動きになったものと思われ

ます。 

 また、１１月２３日、菊池公追悼剣道大会、１２月１日には、６８回の菊池公墓前

祭及び菊池賞授賞式を４年ぶりに、御当主菊池武則様はもとより、姉妹都市の菊池市

をはじめ近隣の西都市様、湯前町様などの関係の皆様方にも御参列いただき、盛大に

開催をすることができました。 

 インフルエンザ等の感染も、ちょっと村内では広まっておりますが、十分御留意し

ながら、また、感染の注意を図ってまいりたいと思います。 

 それでは早速ではございますけれども、議案第45号、西米良村一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回は、人事院勧告に伴う国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に
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準じて改正するものです。 

 内容は、昨年度に引き続き、月例給、賞与ともに引き上げるもので、給与について、

民間給与との較差０.９６％を埋めるため、初任給をはじめ若年層に重点を置いて月

額を引き上げ、賞与については、４.４０月分から０.１０月分を引き上げて、４.５０月

分といたします。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。議案第45号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第45号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第45号、西米良村一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決

されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第46号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第６、議案第46号、西米良村特別職の職員で常勤のもの

の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第46号、西米良村特別職の



- 20 - 

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案

理由の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告に伴う一般職の職員の賞与に関する改定を勘案し、常勤

の特別職の期末手当の支給月数を３.３０月分から０.１０月分引き上げて、３.４０月

分といたします。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。議案第46号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第46号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第46号、西米良村特

別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第47号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第７、議案第47号、議会の議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第47号、議会の議員の議員
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報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由

の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告に伴う一般職の職員の賞与に関する改定を勘案し、議会

議員の期末手当の支給月数を３.３０月分から０.１０月分引き上げて、３.４０月分

といたします。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第47号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第47号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第47号、議会の議員

の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第48号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第８、議案第48号、西米良村特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第48号、西米良村特別職の
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職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 農業委員の農地集約や遊休農地解消等の活動及びその成果実績に応じて、規定の年

額報酬に換算して報酬を支給することができるよう改正を行うものでございます。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第48号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第48号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第48号、西米良村特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第49号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第９、議案第49号、西米良村簡易水道事業の設置等に関

する条例の制定についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第49号、西米良村簡易水道

事業の設置等に関する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。 
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 簡易水道事業の公営企業会計適用に向けて、地方公営企業法及び同施行令の規定に

より、簡易水道事業に関する財務規定等を令和６年４月１日から適用することから、

条例を制定するものです。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第49号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第49号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第49号、西米良村簡

易水道事業の設置等に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第10．議案第50号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第10、議案第50号、西米良村下水道事業の設置等に関す

る条例の制定についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第50号、西米良村下水道事

業の設置等に関する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 下水道事業の公営企業会計適用に向けて、地方公営企業法及び同施行令の規定によ

り、下水道事業に関する財務規定等を令和６年４月１日から適用することから、条例
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を制定するものです。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第50号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第50号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第50号、西米良村下

水道事業の設置等に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第11．議案第51号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第11、議案第51号、令和５年度西米良村一般会計補正予

算（第６号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第51号、令和５年度西米良

村一般会計補正予算（第６号）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ３,３８８万３,０００円を追加し、

補正後の総額を３２億３,８２６万６,０００円とするものです。 

 主な歳入については、それぞれの事業確定などによる国、県の負担金及び補助金等

を計上しております。 
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 主な歳出についての御説明をいたします。 

 全般事項として、給与改定等に伴う人件費の調整を計上しております。 

 総務管理費において、低所得世帯支援に係る７万円の追加交付分等を計上しており

ます。 

 農業振興費において、農業の担い手不足対策として、山間地域農業持続化モデル構

築事業に係る補助金、林業振興費において、林業総合センター改修工事の監理業務に

係る経費を計上しております。 

 また、住宅管理費においては、宮之瀬地区のふたば園跡地に建設を予定する村営住

宅の発注方法を見直すため、設計委託料を減額しております。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。議案第51号について質疑はありませんか。 

○議員（５番 濵砂 恒光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ５番、濵砂恒光君。 

○議員（５番 濵砂 恒光君）  担当課長にお伺いいたします。 

 １０ページの負担金補助金及び交付金の浩然の気を養う３００万円の説明と、それ

と１５ページの一番下の公有林保育作業委託料と、そして、今、村長が言われました

宮之瀬定住住宅の見直し、どのような見直しがあったのかお伺いいたしたいと思いま

す。 

○むら創生課長（土居 博和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  むら創生課長。 

○むら創生課長（土居 博和君）  ただいまの５番議員の最初の質問にお答えさせてい

ただきます。 

 １０ページの浩然の気を養う補助金ですけれども、３００万円計上させていただい

ております。今回、申請が３件上がってきておりまして、それぞれに上限の１００万

円ということで予定させていただいております。 

 申請の内容につきましては、個人が１件、個人の事業所が１件、あと、事業所が
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１件となっておるところでございます。 

 具体的な内容についても御説明した方がよろしいと思うんですが、個人の方につい

ては、商店街の空き店舗を活用し、改修し、冷凍のスイーツ等の販売、惣菜販売を行

うと聞いております。 

 また、個人の事業所につきましては、ユズを使った新たな商品開発、また、パッ

ケージのデザインを予定しております。 

 事業所につきましては、既存の宿泊施設にドッグラン、犬を遊ばせるところになる

というドッグランというのがあるんですけれども、そちらの整備を行いたいというこ

とで、新たにそういったお客様のニーズにお応えしたいということで、その３件が申

請してきておりまして、その３件についての補助金の分になります。 

 以上です。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  農林振興課長補佐。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  御質疑ありました１５ページ下の公有林保育作

業委託料２３７万７,０００円について御説明させていただきます。 

 こちらは、令和５年度に予定していました造林に係る鹿ネット、また苗木などの資

材高騰による影響額が２６万８,０００円。当初予定していました板谷地区吉村の保

安林の造林も、２ヘクタールとして当初予算として計上しておったところなんですけ

れども、令和４年度中に伐採のあった１ヘクタールを追加して造林することとなった

ものになります。その造林に係る費用として２１０万９,０００円を計上させていた

だいております。 

 理由といたしまして、保安林は伐採終了した年度の後、２年以内に増林をすること

となっておりますけれども、現在、造林班のほうに余力があるということであります

ので、年度内造林を計画し、予算を計上させていただいております。 

 以上になります。 

○村民課長（田爪 健二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村民課長。 

○村民課長（田爪 健二君）  ５番議員の御質問にお答えしたいと思います。 
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 旧ふたば園跡地の設計料の減額についてですけれども、当初計画では、令和５年度

に設計業務を委託しまして、令和６年から７年度にかけまして建設工事を予定してお

りましたが、住宅の早期完成と業務発注の効率化を図るために、民間事業者連携の設

計施工一括方式を採用して、次年度に事業を実施したいというふうに変更をしたとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議員（５番 濵砂 恒光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ５番、濵砂恒光君。 

○議員（５番 濵砂 恒光君）  令和６年度に着工予定とか言われたんですが、これは

間違いないんですか。令和６年度に着工の運びになるわけですか。 

○村民課長（田爪 健二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村民課長。 

○村民課長（田爪 健二君）  ６年度に設計、施工を行いますので、着工という事にな

ります。 

○議員（５番 濵砂 恒光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ５番、濵砂恒光君。 

○議員（５番 濵砂 恒光君）  了解しました。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにございませんか。 

○議員（１番 上米良重光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  １番、上米良重光君。 

○議員（１番 上米良重光君）  ９ページの村所驛のシャッター工事の取りやめという

ことですけど、もともと当初予算で組んであるはずですけど、何で今頃取りやめにな

ったか、その理由を教えてください。 

○村民課長（田爪 健二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村民課長。 

○村民課長（田爪 健二君）  ただいまの１番議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 当初では、バス待合所の業務を土曜、日曜、祝日は無人化を図るということで、そ

ういう計画でシャッターを設置するという計画をしておりましたが、１０月からデマ
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ンドバス運行を、今、実証実験を開始しまして、そういったこともありまして、予約

受付では人材を配置する必要があるということで、今回、取りやめをさせていただい

たところです。 

 以上です。 

○議員（１番 上米良重光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  １番、上米良重光君。 

○議員（１番 上米良重光君）  了解しました。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにございませんか。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ２番、田爪朝幸君。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  それでは、１５ページの農業振興費の中の山間地域農

業持続化モデル構築事業、この事業の内容を教えてください。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  農林振興課長補佐。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  失礼いたします。ただいまありました事業なん

ですけれども、この事業は、担い手不足が深刻な山間地域を今後とも定期的に維持し

ていくため、県が６月の補正で予算を計上された事業となります。 

 対象者の方ですが、移住者等の方で、農業を核として畜産業、林業など複合的経営

により所得を確保していく方がこの事業の対象となっておるんですけれども、本村で

はカラーピーマンと林業の複合的経営を予定している１農家の方に対して要望させて

いただきました。 

 県補助金が３分の１、村補助金を加算しまして、事業費１３３万６,０００円を計

上させていただいております。 

 なお、事業内容は、カラーピーマンハウスの空調管理のための自動開閉装置の整備

となりまして、制御盤、温度センサー、開閉モーター等を整備する予定としておりま

す。 

 以上です。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  議長。 
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○議長（白石 幸喜君）  ２番、田爪朝幸君。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  了解しました。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにございませんか。 

○議員（７番 上米良 玲君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ７番、上米良玲君。 

○議員（７番 上米良 玲君）  今回の補正では関係ないのですが、現在、デマンドバ

スの事業を展開していただいておりますが、その展開している状況と問題点等も多々

あろうかと思いますが、その状況と、あとは、双子キャンプ場のリニューアルで、現

在、事故繰越しとなっておりますが、今後どのような計画をなされているのかが、現

時点で分かる範囲で結構ですので、説明をお願いしたいと思います。 

○村民課長（田爪 健二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村民課長。 

○村民課長（田爪 健二君）  ７番議員の御質問にお答えしたいと思います。 

 現在、デマンド運行実証実験を始めまして、３か月目を迎えておりますが、１１月

現在の利用状況でいいますと、昨年度と比べまして２３６人の利用が増えております。

一方、走行距離につきましては、２,４１８キロの一応走行距離が減少ということで、

その分経費削減にはつながっていると思っております。 

 おっしゃるとおり、いろいろデマンド運行実証実験を始めまして、２か月過ぎてお

りますが、また利用は増えているんですが、高齢者の方の予約状況ですが、１時間前

というふうに一応やっているんですが、そういうところなかなか難しい部分がござい

ますので、またその辺を検討し直して、またさらに利用しやすいようなデマンドバス

運行に努めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○むら創生課長（土居 博和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  むら創生課長。 

○むら創生課長（土居 博和君）  ただいまの７番議員の御質問にお答えします。 

 キャンプ場のリニューアルについてですけれども、現在、おおむね全体の計画が決

まっておりますので、それに向けて、今、動いているところですけれども、特に水道
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関係の施設が、なかなかどのような設備にするかということが決定がなかなか長引い

たものですから、その分で時間を取ってしまいました。 

 そのプラス、その分の水道施設関係の電源施設の容量等の関係もございまして、現

在、九電さんと協議を行っているところでございます。それがはっきり分かった時点

で、今後のしっかりとした計画を立てまして、それに向けてこのリニューアル事業を

進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議員（７番 上米良 玲君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ７番、上米良玲君。 

○議員（７番 上米良 玲君）  大体の形ができたということで、完成の年度の目標と

いうのは、現在のところ立てておられるんでしょうか。 

○むら創生課長（土居 博和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  むら創生課長。 

○むら創生課長（土居 博和君）  はっきりとした目標といいますか、リニューアルに

つきましては、現時点ではちょっとはっきりしておりませんけども、現状をしっかり

確認しまして、なるだけ早い時期に完成ができるような形で進めていきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議員（７番 上米良 玲君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ７番、上米良玲君。 

○議員（７番 上米良 玲君）  本村の観光の場所として、双子キャンプ場というのは

大変皆さんも楽しみにしておられる施設でございますので、また、今年度から本格的

に花火大会も復活させていただいたところでございますが、次年度の開催となれば、

お客さんの増加も考えられるところでございます。 

 皆さんも御存じだと思いますが、村内の旅館業も、現在、稼働しているのが２件と

いうところで、宿泊施設等も大変逼迫している状態でございますので、早め早めの対

応をしていただきながら、なかなか難しいところもあると思いますが、本村の観光分

野に光が差すように頑張っていただきたいと思います。 
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 終わります。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにございませんか。 

○議員（４番 児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ４番、児玉義和君。 

○議員（４番 児玉 義和君）  １５ページの林業振興費の中の林業総合センター改修

工事監理業務、この内容についてお伺いいたします。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  農林振興課長補佐。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  失礼します。ただいま御質疑ありましたけれど

も、９月の補正の際に、この改修工事に係る予算は計上させていただいたところです

けれども、工事を発注するに当たり、このたび工事監理に係る業務についての予算を

計上させていただきました。 

 １２月末までに改修工事に係る設計書が納品される予定でありますので、その納品

を受けて、その設計書を基に、この監理費を活用しながら工事を発注していきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議員（４番 児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ４番。 

○議員（４番 児玉 義和君）  了解しました。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにありませんか。 

○議員（３番 黒木 敏浩君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ３番、黒木敏浩君。 

○議員（３番 黒木 敏浩君）  同じく１５ページなんですが、地籍調査費で委託料が

５７０万５,０００円ほど上がっていますが、これについて説明をお願いいたします。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  農林振興課長補佐。 

○農林振興課長補佐（中武 浩二君）  失礼いたします。ただいま地籍調査作成等委託

料ということで御質疑いただきましたけれども、まず、初めに、令和５年をもちまし
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て、昨年度から繰り越ししておりました地籍調査事業のほうが終了いたしました。昭

和５９年から３９年と長きにわたって、この調査が行われてきたわけですけれども、

地権者の皆様をはじめ、また、関係者の方の御尽力により無事調査が終わりましたこ

とを、この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。誠にありがとうございまし

た。 

 さて、御質問いただいた場所は竹原地区津賀瀬となります。これまで実施してきた

地籍調査の内容を再精査していく中で、１８年度の地籍調査において、今回対象とな

った山林において、誤った境界で登記されていたことが判明したもので、再度地籍調

査を行うこととなったものです。 

 今回の調査では、新たな境界点が５０点、復元が必要な筆界点が４５０点と、合わ

せて５００点の境界点が測量の対象となっており、影響する地籍が１９筆、面積で

４６ヘクタールに及ぶことから、委託料として５７０万５,０００円を計上させてい

ただいております。 

 なお、年度内完成を予定しているところです。 

 以上です。 

○議員（３番 黒木 敏浩君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ３番、黒木敏浩君。 

○議員（３番 黒木 敏浩君）  内容は分かりました。また、精査をしてこういったも

のが出てきたということでございますので、非常に個人の財産を扱うものということ

で、非常に重要なことだと思います。 

 また、正さなきゃいけないところは正していかなくちゃならないんですけども、そ

ういったことを十分に注意しながら、今後、また事務処理していただければと思いま

す。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第51号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第51号、令和５年度

西米良村一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第12．議案第52号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第12、議案第52号、令和５年度西米良村特別会計国民健

康保険事業勘定会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第52号、令和５年度西米良

村特別会計国民健康保険事業勘定会計補正予算（第２号）について、提案理由の説明

を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ７４万９,０００円を追加し、補正

後の総額を２億７,２１２万７,０００円とするものです。 

 歳入については、システム改修に伴う県補助金及び給与改定に伴う繰入金を計上し

ております。 

 次に、歳出につきましては、国保システムの改修に係る経費及び人件費の調整を計

上しております。 

 なお、本案は、さきに開催しました国保運営協議会に諮問し、異議なしの答申を頂

いております。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。議案第52号について質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第52号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第52号、令和５年度

西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第13．議案第53号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第13、議案第53号、令和５年度西米良村特別会計国民健

康保険診療施設勘定会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第53号、令和５年度西米良

村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計補正予算（第２号）について、提案理由の

説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の予算に、歳入歳出それぞれ１９２万８,０００円を追加し、

補正後の総額を３億５,７８７万９,０００円とするものです。 

 補正の内容については、歳出において人件費の調整を行い、繰入金において財源調

整をするものです。 

 なお、本案は、さきに国保運営協議会に諮問し、異議なしの答申を頂いているとこ

ろでございます。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説



- 35 - 

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第53号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第53号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第53号、令和５年度

西米良村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第14．議案第54号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第14、議案第54号、令和５年度西米良村特別会計介護保

険事業勘定会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第54号、令和５年度西米良

村特別会計介護保険事業勘定会計補正予算（第２号）について、提案理由の説明を申

し上げます。 

 今回の補正は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５９万３,０００円を追加し、

補正後の総額を２億２,２７９万６,０００円とするものです。 

 まず、歳入について、システムの改修に伴う国庫補助金及び人件費の調整等による

財源調整のため、一般会計繰入金を計上しています。 
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 次に、歳出につきましては、給与改定に伴う人件費の調整及び介護システムの改修

に係る経費を計上しております。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第54号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第54号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第54号、令和５年度

西米良村特別会計介護保険事業勘定会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第15．議案第55号 

○議長（白石 幸喜君）  日程第15、議案第55号、令和５年度西米良村特別会計簡易水

道事業補正予算（第２号）を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ただいま上程いただきました議案第55号、令和５年度西米良

村特別会計簡易水道事業補正予算（第２号）について、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ９６万３,０００円を追加し、補正
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後の総額を１億１,２１４万８,０００円とするものです。 

 補正の内容については、歳出において、簡易水道施設費の人件費３６万４,０００円

と修繕料５９万９,０００円の増額を行い、繰入金において財源調整をするものです。 

 以上、よろしく御審議の上、可決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説

明といたします。 

○議長（白石 幸喜君）  提出者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。議案第55号について質疑はありませんか。 

○議員（４番 児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ４番、児玉義和君。 

○議員（４番 児玉 義和君）  ６ページの簡易水道施設費、１０番の需用費の中の緊

急修繕とありますが、どういった内容であったのか、担当課にお伺いいたします。 

○建設課長（上米良 敦君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  建設課長。 

○建設課長（上米良 敦君）  ただいま４番議員の御質問にお答えいたします。 

 これは横野地区のほうで、簡易水道の導水管の破損が見られまして、それを緊急的

に修繕した際に使用した材料分となっております。 

 以上です。 

○議員（４番 児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ４番、児玉義和君。 

○議員（４番 児玉 義和君）  導水ですか。 

○建設課長（上米良 敦君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  建設課長。 

○建設課長（上米良 敦君）  導水管の破裂です。 

○議員（４番 児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ４番、児玉義和君。 

○議員（４番 児玉 義和君）  破裂。どういった原因だったんですか。 

○建設課長（上米良 敦君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  建設課長。 
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○建設課長（上米良 敦君）  老朽化によるジョイント部分の破損がありまして、その

部分の水道管の引き回しということで費用がかかっております。 

 以上です。 

○議員（４番 児玉 義和君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ４番、児玉義和君。 

○議員（４番 児玉 義和君）  了解しました。 

○議長（白石 幸喜君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第55号を起立によって採決します。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（白石 幸喜君）  起立全員と認めます。したがって、議案第55号、令和５年度

西米良村特別会計簡易水道事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を１６時３５分、４時３５分から再開をいたし

ます。 

午後４時22分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後４時35分再開 

○議長（白石 幸喜君）  それでは再開をいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第16．一般質問 

○議長（白石 幸喜君）  日程第16、一般質問であります。 

 一般質問は、さきの通告順で行います。 

 １番、上米良重光君の質問を許します。 
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○議員（１番 上米良重光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  １番、上米良重光君。 

○議員（１番 上米良重光君）  事前通告に従いまして、村長に質問させていただきま

す。 

 ユズの選果機の導入についてを質問いたしたいと思います。 

 昭和４８年から栽培が始まり、現在、西米良村ユズ振興部会は４７名の栽培面積約

２２ヘクタールであります。本村の特産品であるユズは香りがよく、料亭でも人気が

あり、加工ユズは多くの商品の材料として重要な農産物であります。 

 今年度から、隔年結果の解消のため、青ユズの確保にキロ５０円の補助金を頂いて

おりますが、９０トンを超え、生産者の方も大変喜んでおられます。 

 現在、ユズ団地を中心にして若い方も頑張っておられますが、やはり高齢化、後継

者不足により、各地区で放置園が見られ、今後の生産の影響にも出てくると考えられ

ます。 

 ユズの作業は下刈り、肥培、剪定など多くの作業がありますけど、収穫作業のユズ

が入ったコンテナの運搬は大変な作業であります。特に選別作業は、１個１個を確認

し、青果と加工のＡとＢに分類して出荷しており、時間もかかり大変な重労働になっ

ております。 

 １０月２４日から２６日にかけて、ユズの先進地である高知県の香美市、東洋町、

北川村の行政調査をいたしましたが、生産量も年間１,０００トンを超え、各市町村

とも選果機は２か所以上あり、出荷したユズはその日に処理するそうです。 

 これからの西米良村のユズの生産を維持するには、放置園の解消と後継者、担い手

の確保は最重要課題であります。本村でもスマート農業の推進を図っておられますが、

作業効率を上げるためには、選果機の導入は不可欠だと考えております。 

 選果機の導入により、現在、黄色いユズは５センチ以下は廃棄しておりますが、そ

のことによって果樹に利用でき、青果率の向上と経営の安定と労働力の解消につなが

ると思われるが、選果機を導入する計画はないのか、村長の考えを伺いたい。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 
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○村長（黒木 竜二君）  ただいま１番議員、上米良重光議員からの質問のありました

ユズ選果機の導入について、お答えをいたします。 

 本村のユズ振興部会の会員は、令和５年度総会時においては、４７世帯、平均年齢

が６６.５７歳と、生産者の高齢化、そして後継者不足は喫緊の課題であると認識を

いたしております。 

 村が掲げている移住定住対策として重要なポイントである就職先を紹介していくに

当たり、本村において農業を継続していく上で、負担となっている重労働の作業を機

械や仕組みづくりによって少しでも軽減していくことは、必要なことであると考えて

おります。 

 本村では、令和３年度に策定した西米良ならではの農業生産構想に基づき、スマー

ト農業等生産団地創出支援事業を展開し、安定的なユズ収量を図りながら、村の魅力

を付加したブランドイメージの構築を目指し、生産者の宮崎県などの関係者の協力を

得ながら、３か年にわたり様々な事業に取り組んでまいりました。 

 令和５年度の事業開始に当たり、ユズを専業とされている方々から御意見を頂き、

選果機の試験導入、作業効率のための低樹高化、作業等の整備を計画したところでご

ざいます。 

 本年度の事業テーマに、スマート農業の推進、青ユズのブランド化を掲げておりま

したので、９月下旬の青ユズ出荷時期に合わせて、センサーつきの選果機を試験運用

いたしました。出荷場においてデモ試験を行った際には、生産者や議員の皆様、児湯

農林振興局など、関係者の方々にもその様子を御覧いただきました。 

 ユズ生産者の方々からも御意見を頂きましたが、作業効率に加え、センサーによる

傷の判別により品質が安定し、ユズの単価向上に期待ができるものという意見もござ

いました。 

 選果機の導入については、選果機の設置場所、そして関係者との連携や仕組みづく

りを図りながら、今後、協議を進めてまいりたいと考えております。 

 以上を申し上げまして、上米良重光議員の質問の答弁とさせていただきます。 

○議員（１番 上米良重光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  １番、上米良重光君。 
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○議員（１番 上米良重光君）  今の説明を聞きましたけど、事業として山村振興事業

もありますので、そういう活用をして、全体的に整備して図っていただきたいと考え

ております。 

 できたら、もう来年度からでも導入をお願いしたいと考えております。 

 以上です。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  一応、今年、デモでそういう意見が出ましたので、そういう

取組で、あと金額的なことと、そして補助金等を活用しながら前向きに検討してまい

りたいと思います。 

○議員（１番 上米良重光君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  １番、上米良重光君。 

○議員（１番 上米良重光君）  了解しましたけど、また今後とも検討してよろしくお

願いいたします。 

 これで、一般質問を終わらせていただきます。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（白石 幸喜君）  ２番、田爪朝幸君の質問を許します。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ２番、田爪朝幸君。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  それでは、通告のとおり、特定地域づくり事業共同組

合制度を活用した働き方の仕組みづくりについてと、ユズ牛の販売促進について、

２点質問いたします。 

 まず、特定地域づくり事業共同組合制度について、この制度は、簡単にいうと、地

域密着型の人材派遣組合をつくるという制度で、この組合で正社員として雇用された

職員が、地域内の忙しい事業者に必要とされる期間、働きに行き、労働力を派遣する

というものです。 

 現在、村内のどの事業者でも、人員・人材不足、労働力不足が訴えられています。

特に、農業や温泉の川床、キャンプ場などは、季節労働であり、通年で労働力を確保
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することが難しい状況にあります。そんな中で、このような人材派遣組合があれば、

期間限定の労働力として本当に助かると考えます。 

 また、この制度では、組合の人件費や運営費に国庫補助があり、派遣社員に対して

一定水準の給与を確保することができます。このことは、移住定住の取組において、

移住者にとっての働き場所として新たな選択肢になると考えます。 

 村内にぜひともあってほしい組合だと考えていますが、やはり難しい問題として、

誰が中心となって組合の設立を進めていくかということが一番のネックであるとも考

えます。 

 宮崎県内で既に認定されている３つの先行事例を見ますと、地域の商工会長が代表

になった例、行政のアドバイザーが代表になった例、地域おこし協力隊の方が代表に

なった例と様々あります。誰が中心となっていくのかという問題はありますが、その

設立に向けて取り組むことを業務とする新たな地域おこし協力隊を雇用するなど、新

たな取組はできないかと考えます。 

 この特定地域づくり協同組合についての村長の考えと、その推進に地域おこし協力

隊の活用ができないかをお伺いします。 

 続きまして、２つ目の質問です。 

 ユズ牛の販売促進についてですが、ユズ牛は村内で生産されるユズのその果汁の絞

りかすを餌に利用した西米良村オリジナルのブランド牛です。村内での資源循環を目

的に、令和３年から飼育がされております。令和３年では３頭の牛が食肉加工され、

１パック１,０００円で合計１,０９６パックが販売。令和４年度事業では、今年の春、

１パック２,０００円にて１頭分４８６パックが販売されました。販売開始後、数か

月足らずで肉は完売し、食味も良好であり、とても評判がよかったと聞いております。 

 現在、畜産業界は、子牛価格の低迷と餌代の高騰で非常に厳しい状況に陥っていま

す。国の制度で子牛価格の補給金制度もありますが、出口戦略として、ユズ牛の販路

拡大が生産者への支援につながりますし、西米良村の知名度アップにもつながると考

えます。 

 さらなるユズ牛のブランド力向上と販売促進のため、今までユズ牛の販売は村内で

の個人販売のみでしたが、年に１頭ではなく、頭数を増やし、村内での飲食店への提



- 43 - 

供や、ふるさと納税での販売等を行っていただきたいと考えます。村長のお考えを伺

います。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 

○村長（黒木 竜二君）  ２番、田爪朝幸議員から質問のありました、まずは、特定地

域づくり事業協同組合制度を活用した働き方の仕組みづくりについて、お答えをいた

したいと思います。 

 特定地域づくり事業協同組合制度につきましては、過疎地域などにおいて、農林水

産業、商工業、そして地域産業の担い手を確保するために、特定地域づくり事業を行

う組合に対して、財政的、制度的な支援を行うもので、令和２年６月に創設をされた

ようでございます。 

 そして、事業の仕組みとしては、議員が述べられましたとおり、地域の中で人材を

必要とする複数の事業者がその受皿となる組合を設立します。その組合において、移

住者などを職員として雇用し、季節ごとの労働需要に応じて、複数の仕事に従事する

マルチワーカーとして各事業所へ派遣を行うものです。 

 このメリットとしましては、事業者におきまして、人材をシェアすることによって

担い手の確保ができ、かつ、直接雇用するよりも人件費を抑えることができます。ま

た、派遣職員においても、安定した雇用環境が確保されるなどの点が上げられます。 

 県内では、先ほどもありましたが、日南市と諸塚村、そして椎葉村の３組織が認定

を受けており、その他の市町村においても、制度導入に向けた検討が始まっているよ

うでございます。 

 このような中、本村におきましても、この制度を移住のステップに活用できないか、

また、任期の終わった地域おこし協力隊の受皿とすることができないかなどについて

調査研究を進めているところでございます。 

 総務省が令和４年３月にまとめました令和３年８月時点で認定されている１７組合

に対する調査報告書の結果によりますと、組合設立の目的として多いのが、移住定住

の受皿づくり、そして繁忙期の人手の確保、通年雇用できる仕事の創出など、地域の

人手不足解消に係るものでありました。 
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 しかしながら、その調査報告の中では、派遣職員の確保、そして組合員の確保、年

間を通じた派遣計画、また、事務局の運営体制についても、国や自治体からの財政支

援はあるにせよ、派遣職員の人件費、事務局運営費及び収支の見通しなどが主な課題

となっていることが明らかになっております。 

 本村では、農林業をはじめ様々な分野において人手不足の課題がありますが、人材

確保などの組織運営の課題、１年を通して仕事を確保できるのか、そして働く人に対

して継続的に給料を支給できるのかといった課題も多いと認識しており、制度の活用

については、今後、まだ検討が必要ではないかと感じております。 

 いずれにしましても、まず、この組合をどのように誰が行っていくのか、先ほど議

員のおっしゃったとおりでございます。その段階におきまして、広い視点を持ち、事

務局の中核となる人材を地域おこし協力隊として募集することは大変有効であります

し、また、地域おこし協力隊として活躍し、任期を終了した若者をこの組合の派遣職

員として雇用することも一つの方法ではないかと考えております。他市町村の取組も

参考にしながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 以上を申し上げまして、第１の質問の答えとさせていただきます。 

 続きまして、ユズ残渣についてでありますが、まず、特産品であるユズを米良食品

にて食品加工する際に、ユズ残渣が発生をし、産業廃棄物として処理、処分されます。

その際に生ずる産業廃棄物の処理経費は、平成３０年度から令和４年度までの５年間

の平均で１４１万２,９０１円となっております。米良食品、ユズ生産者から負担金

を徴収し、村からの補助金で処理をしております。 

 このユズ残渣を有効活用するために、ユズ残渣サイレージをつくり、そして村の肉

用牛に与え、ユズ牛生産の構想に至り、令和３年度からこの取組を行っております。

令和３年度には、村所地区にある西米良村畜産センターに入職しているお二人に御協

力を頂き、お産の終えた経産牛３頭にユズ残渣サイレージを与えましたが、食味審査

の際に肉質の硬さが課題とされました。 

 令和４年度には、先ほどもありましたが、子牛を肥育した若い牛にユズ残渣サイ

レージを与えたところ、カット処理後、肉質が上位に２番目となるＡ４ランクに格付

けされました。この若い牛をユズ牛として村内限定価格にて、各部位１パック
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２,０００円で販売したところ、大変好評を頂き完売に至った経緯がございます。 

 ユズ牛については、大きく２つの効果が上げられます。１つ目は、青ユズ、旧ユズ

加工後に生じるユズ残渣の有効活用による産業廃棄物処理費用削減、もう一つが、ユ

ズサイレージを飼料として与えることにより、近年問題となっている飼料の経費削減

が効果です。 

 議員からの御提案いただいたユズ牛販売、村内飲食店への提供、ふるさと納税への

販売等についてですが、昨年度までは試験的要素が高かったため、販売価格を１パッ

ク２,０００円と安価に設定したところでございます。また、本村の畜産センターは、

子牛を繁殖して出荷しておりますが、成牛となるまでの肥育する経費が別に必要とな

ります。ふるさと納税など、村外者に向けた販売を行っていくのであれば、ユズ牛と

してのブランド化、さらには生産性を鑑みて、販売価格の見直しが必要となります。

村外向けの仕組みづくりについては、検討すべき点が多くありますので、関係者の協

力を得ながら、検討を進めてまいりたいと考えております。 

 畜産を取り巻く環境は、先ほどありました大変厳しい状況が続いておりますので、

今後もユズ残渣サイレージの活用など、様々な可能性を検証していきたいと考えてお

ります。 

 以上で、質問に対する答弁といたします。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ２番、田爪朝幸君。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  ありがとうございます。２つの質問のうち、まず特定

地域づくり共同組合について、調査を進めておられるということで、本当にうれしく

思います。ぜひとも進めていただきたいと思います。村内で、確かに金銭や給与がき

ちっと確保できるかというのは、難しい問題ではありますが、今、村内には本当に仕

事はあるけれど、人手が足りないという状況があります。そして、今現在、もうその

ような形でマルチワークで働いている方もおられます。仕事を退職された方で頼まれ

てバスの運転手をしたり、時には草払いをしたりと、そういう方もいらっしゃいます。

そういう方の話を聞くと、やっぱり今のままだとちょっと給与が低い場所もあると、

なかなか続けるのは難しいという話を聞いていますけど、この特定地域協同組合に加
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入してもらって、設立して、そこで国庫補助等を入れれば、そういうところも補充で

きるのではないかなというふうに考えてもおります。 

 そして、マルチワークとなりますと、言えば、定職についていないというイメージ

もありますが、ここに就職するとなると正職員でもありますので、しっかり働くこと

ができますし、移住者の就職、そしてまた、例えば、子供や孫に帰ってきてもらうと、

そういうところもできるのではないかなと思って、期待して考えております。 

 また、この制度はあくまでも行政が進めていくものではなくて、民間が立ち上がる

ものではありますから、難しいところではあると思いますが、先ほど言われました総

務省の報告書等を読んでみますと、やはり設立から開設当初までは、行政の関与が大

きいところがやっぱりあるというところも報告が上がっておりました。そのための模

索としての地域おこし協力隊だと思っておりますし、それについて考えておられると

いうことでありましたので、私は期待して、すぐすぐできるものではないと思います

が、期待しております。 

 ユズ牛に関してですが、本当にありましたとおり、地域のユズの残渣の処理と、牛

の品質向上、餌代の軽減と、とてもいい効果があると思っております。そして、今年、

おいしかった牛というのが、２,０００円で販売されておりますが、これも部位によ

って、場所によっては、あの１パックで５,０００円以上するものもあるというふう

に聞いています。そうすれば、適正な価格で販売できれば、運営の、ふるさと納税の

発送の送料なども賄えるものではないかなというふうに思っています。 

 ですが、計画的に出すことが、私はこれは大事だと思っています。ミヤチクのほう

で屠殺して、食肉加工をするわけですけど、これもミヤチクのほうは、もう何か月も

先まで予約がいっぱいだという話を聞いています。ですので、例えば年間計画を持っ

て、３か月に１頭、春、夏、秋、冬で年間４頭とか、４か月に一度、年間３頭とか、

もう長期的に計画を決めて進めていけば、安定した食肉の供給などもできるのではな

いかなというふうに考えています。ぜひとも前向きに検討していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○村長（黒木 竜二君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  村長。 
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○村長（黒木 竜二君）  特定地域づくりにつきましては、今、本当に村内各事業者様

のお話を聞いておりますと、慢性的な人手不足がもう喫緊の課題となっておると。先

ほどの期間的な方々の事業者の方々の人手不足、これはやっぱり両輪といいますか、

２つで考えていかないといけない。今、移住定住対策を行っていますけれども、やは

りそういう部分については、この前、民間のほうの方、それこそ外国人労働者で、今、

雇用していただいていますけど、その方については、やっぱり通常慢性的な方々の雇

用のための補充であるということであります。そこについては、やっぱり事業者が少

し関与しながら、意識を持ってもらいながら、どうやって人材を確保していくかとい

うことが大切だと思います。 

 そして、先ほどのマルチワーカーについては、基点があって、そしてその人材をど

こにやって効率的に人手不足を解消するかというところが、できるかできないかとい

うところになってくると思います。そこについての、やはり私も検証した中の数字的

なことを見ておりますと、やっぱり運営がちょっと厳しい、そして人の確保というこ

ととのマッチング、既存の先ほどの議員がおっしゃったとおりに、何人かは自分たち

でやっていらっしゃるところもありますけれども、そこで、今度はそこの事務局が関

与してしまうと、なかなかそこがマッチングしないというパターンもあることも懸念

されるところ、そこをどうやってマッチングして、そのマルチワーカーを動かしてい

くかという基点の仕組みづくり、そして、それが様々な検証を経て、人手不足の解消

につなげていければと、今、模索中でございますので、いろいろと考えさせていただ

ければと思います。 

 それと、先ほどの県産牛につきましては、やはり今回の実証はあくまでも本当に実

証という形で、出口がしっかりないと、まず利益も上がらないというところでござい

ます。そこについて、今もまた来年度はちょっとふるさと納税を核に、ちょっと重点

的にその出口を生産者の皆様方に活力のある所得を上げていただくような取組を考え

てまいりたいと思っております。 

 その中の先ほどのユズ牛も一つ入れるような商品になれば、これまたいいと思うん

ですけれども、やはり価格転嫁というところで、それがしっかりと売れていくかとい

うこと、そして、安定的な商品が提供できるか、ここが一番のやっぱりポイントだと
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思います。生産者とやっぱり買う側のほうの需要と供給、これが必要なことだと思い

ますので、そこの中から活力を見いだすということでございますので、また来年度に

向けてしっかりと検討させていただきます。 

○議長（白石 幸喜君）  ここでお諮りをいたします。 

 会議規則第８条の規定により、会議時間は午後５時までとなっておりますが、本日

予定されている日程が終了するまで時間を延長したいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（白石 幸喜君）  異議なしと認めます。したがって、本会は一般質問が終了す

るまで、時間を延長することに決定をいたしました。 

 では、２番、田爪朝幸君。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  議長。 

○議長（白石 幸喜君）  ２番、田爪朝幸君。 

○議員（２番 田爪 朝幸君）  答弁ありがとうございました。 

 特定地域づくりについては本当に難しい組織であります。すぐすぐできるものでは

ないと思っていますが、検討をぜひとも進めていただきたいと思っております。 

 ユズ牛につきましても、なかなか難しいところでもあります。ですが、村長が言わ

れるように、ふるさと納税に力を入れていただけるということでありますので、その

柱になるような商品たるものになればいいなと思っています。そして、そういうのが

できるようになったら、ぜひともトップセールスとして、村長にたくさんユズ牛を食

べて、あちこちでアピールしてもらいたいなと思います。ぜひともよろしくお願いし

ます。 

 質問を終わります。 

○議長（白石 幸喜君）  これで、一般質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（白石 幸喜君）  以上をもって、本定例会に付議されました案件の全てを審議

終了しました。 

 これにて、令和５年第４回西米良村議会定例会を閉会します。御苦労さまでした。 
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○事務局長（中武敬一朗君）  一同、御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午後５時03分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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